
別紙２                        

特別養護老人ホーム 天美苑 料金表 

令和４年１１月現在 

 

従来型多床室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 24,000 30,733 33,022 35,412 37,701 39,956

第２段階 37,800 44,533 46,822 49,212 51,501 53,756

第３段階① 55,200 52,333 54,622 57,012 59,301 61,556

第３段階② 76,500 73,633 75,922 78,312 80,601 82,856

第４段階 109,200 93,733 96,022 98,412 100,701 102,956

２割負担 116,400 115,466 120,044 124,824 129,402 133,912

３割負担 所得による 137,199 144,066 151,236 158,102 164,868

※　食費及び居住費を含む

 

 

 

従来型個室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 33,600 40,333 42,622 45,012 47,301 49,556

第２段階 39,300 46,033 48,322 50,712 53,001 55,256

第３段階① 68,700 65,833 68,122 70,512 72,801 75,056

第３段階② 90,000 87,133 89,422 91,812 94,101 96,356

第４段階 118,680 103,213 105,502 107,892 110,181 112,436

２割負担 125,880 124,946 129,524 134,304 138,882 143,392

３割負担 所得による 146,679 153,546 160,716 167,582 174,348

※　食費及び居住費を含む

 

 

○ 利用料内訳（１日当り）

要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

介護福祉施設サービス費 573 641 712 780 847

個別機能訓練加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算Ⅲ

栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算Ⅰ１

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅱ（月額）

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月額）

介護職員処遇改善加算（月額） 1608 1777 1954 2123 2290

介護職員特定処遇改善加算（月額） 446 492 541 588 635

介護職員ベースアップ支援加算（月額） 310 343 377 409 441
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ユニット型個室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 48,600 61,660 63,889 66,322 68,517 70,713

第２段階 51,300 64,360 66,589 69,022 71,217 73,413

第３段階① 83,400 86,860 89,089 91,522 93,717 95,913

第３段階② 104,700 108,160 110,389 112,822 115,017 117,213

第４段階 143,730 134,590 136,819 139,252 141,447 143,643

２割負担 150,930 162,650 167,109 171,973 176,365 180,756

３割負担 所得による 190,710 197,398 204,695 211,282 217,869

※　食費及び居住費を含む

 

○ 利用料内訳（１日当り）

要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

747 813 885 950 1015

日常生活継続支援加算

個別機能訓練加算Ⅰ

栄養マネジメント強化加算

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅱ（月額）

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月額）

介護職員処遇改善加算（月額） 2068 2233 2412 2574 2736

介護職員特定処遇改善加算（月額） 673 726 785 837 890

介護職員ベースアップ支援加算（月額） 399 430 465 496 527

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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※その他個別の状況に応じて別途必要となる加算 

・初期加算      ・・・  30（日）（入所から 30日間） 

・外泊時費用     ・・・ 246（日）（最大 7日間） 

・経口維持加算Ⅰ・Ⅱ ・・・ 500（月） 

・看取り介護加算   ・・・  72（死亡日以前 31～45日） 

144（死亡日以前 4～30日） 

         780（死亡日以前 2～3日） 

         1580（死亡日） 

・配置医師緊急時対応加算・・・650（早朝・夜間） 

      1300（深夜） 

 

〇 食費・居住費については、所得段階に応じて料金が異なります。 

食事費
居住費

（多床室）
居住費
（個室）

第１段階 300 0 320

第２段階 390 370 420

第３段階① 650 370 820

第３段階② 1360 370 820

第４段階 1545 855 1171上記に該当しない方

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
生活保護の受給者等

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
８０万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
８０万円超１２０万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
１２０万円超の方

 

※ 一定額以上の預貯金等をお持ちの方は所得段階に関わらず第 4段階となります。 


